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確
定
申
告

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
を
記
入
し
、
郵
送
な
ど
で

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
給
与
所
得
が
あ
り
、
次
の
①
～

③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
２

０
０
０
万
円
を
超
え
る

②
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て

い
て
、
給
与
所
得
、
退
職
所

得
を
除
く
各
種
所
得
金
額
の

合
計
が
20
万
円
を
超
え
る

③
給
与
を
2
か
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
て
、
年
末
調
整
を
し

な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
給
与
所
得
、
退
職
所
得

を
除
く
各
種
所
得
金
額
の
合

計
が
20
万
円
を
超
え
る

・
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

み
が
あ
る
方
で
、
所
得
控
除
を

差
し
引
く
と
残
額
が
あ
る
方

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

の
方
は
、
申
告
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
不

動
産
や
株
式
の
譲
渡
所
得
な
ど

が
あ
る
方
で
、
所
得
金
額
の
合

計
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
き
、

そ
の
金
額
（
課
税
さ
れ
る
所
得

金
額
）
に
所
得
税
の
税
率
を
乗

じ
て
計
算
し
た
税
額
か
ら
配
当

控
除
額
を
差
し
引
い
た
結
果
、

残
額
が
あ
る
方

※
他
に
も
確
定
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
確
定
申
告
が

必
要
な
い
場
合
で
も
、
還
付
を

受
け
る
に
は
、
確
定
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告

　
30
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
在

住
で
、
次
の
①
②
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
方
は
、
所
得
金
額
の

多
少
に
か
か
わ
ら
ず
市
・
県
民
税

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告

書
を
記
入
し
、
郵
送
な
ど
で
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

②
所
得
が
給
与
ま
た
は
公
的
年
金

の
み
で
、
勤
務
先
な
ど
か
ら
給

与
支
払
報
告
書
・
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
市
役
所
へ
提
出

さ
れ
て
い
て
、
年
末
調
整
や
扶

養
の
届
け
出
を
し
て
所
得
税
が

精
算
さ
れ
て
い
る
方

の申告はお早めに税

問市税務課市民税担当（☎６５・２１２４）
西尾税務署（☎５７・３１１１）

確定申告、市・県民税の申告

申
告
が
必
要
な
方

今年の
主な変更点 ①一色地区の出張申告会場が一色地域交流セ

　ンターに　　　　　　　　　→４ページへ
②医療費控除は領収書が提出不要に。領収書
は５年間、自宅などで保存が必要　

→５ページへ
③セルフメディケーション税制を導入
　　　　　　　　　　　　　　→５ページへ　
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※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

で
あ
る
た
め
確
定
申
告
の
必

要
が
な
い
方
で
も
、
配
偶
者

控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
な

ど
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

た
所
得
控
除
以
外
の
所
得
控

除
（
医
療
費
控
除
、
生
命
保

険
料
控
除
、
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
な
ど
の
社

会
保
険
料
控
除
等
）
の
適
用

を
受
け
る
場
合
は
、
市
・
県

民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
、
所
得
が
少
な
か
っ
た
方

や
な
か
っ
た
方
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
日
時
と
会
場

日
時　
２
月
１６
日
㈮
～
３
月
１5
日

㈭　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
受
け
付
け
は
午
後
４
時
ま
で
。

土
・
日
曜
日
を
除
く
。

場
所　
Ｊ
Ａ
西
三
河
事
務
セ
ン
タ

ー
（
斉
藤
町
／
下
図
参
照
）

そ
の
他

①
混
雑
時
は
、
受
け
付
け
を
早
め

に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
受
付
日
以
前
に
税
務
署
で
申
告

相
談
す
る
場
合
は
大
変
混
雑
し

ま
す
。
期
間
中
に
申
告
会
場
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

③
税
務
署
に
電
話
で
も
相
談
で
き

ま
す
。

④
期
間
中
、
税
務
署
で
は
申
告
書

の
作
成
指
導
は
し
ま
せ
ん
。

⑤
申
告
書
は
直
接
ま
た
は
郵
送
で

西
尾
税
務
署
（
〒
４
４
５
ー
８

６
０
２
住
所
不
要
）
へ
提
出
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

熱池町

福
地
駅

41

12

383

福地中学校
福地南部
小学校

横手町

菱池町外河原
菱池町池溿

ＪＡ西三河
事務センター

51

48

刈谷市役所

一色町

昭和町

神明町

東陽町

下重原町

半城土町

刈谷駅

刈谷南中学校

刈谷東高校

刈谷市役所市役所刈刈谷市役所

南中刈谷南南刈谷南中

刈谷合同庁舎
刈谷税務署

必
要
な
も
の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）

※
持
っ
て
い
な
い
方
は
、
通
知

カ
ー
ド
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
た
も
の
と
、
自

動
車
運
転
免
許
証
な
ど
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の

②
印
鑑

③
確
定
申
告
書

④
源
泉
徴
収
票
な
ど
所
得
金
額
の

算
定
の
基
と
な
る
も
の

⑤
所
得
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必

要
な
書
類

⑥
本
人
の
預
貯
金
口
座
番
号
が
分

か
る
も
の

⑦
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
は
が

き　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

申
告
期
限
と
納
期
限

次
の
税
金
は
口
座
振
替
ま
た
は

電
子
納
税
の
方
法
か
、
金
融
機
関

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

贈
与
税
…
３
月
１５
日
㈭

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
…
４
月
２
日
㈪

※
口
座
振
替
の
場
合
、
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
は
４
月
20

日
㈮
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
は
４
月
25
日

㈬
に
引
き
落
と
し
ま
す
。
事
前

に
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、
贈
与

税
の
申
告
書
や
青
色
申
告
決
算
書

な
ど
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
作
成
で
き
ま
す
。

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
情
報
を

を
入
力
す
る
と
、
税
額
な
ど
が
自

動
計
算
さ
れ
、
税
の
申
告
書
や
青

色
申
告
決
算
書
な
ど
を
作
成
で

き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は
、

e-Tax

で
電
子
申
告
、
ま
た
は
印

刷
し
て
直
接
ま
た
は
郵
送
で
提
出

で
き
ま
す
。

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で

申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す

確
定
申
告

西
尾
税
務
署（
☎
５７
・
３
１
１
１
）

休
日
申
告
相
談

日
時　
２
月
１8
日
㈰
・
25
日
㈰

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
受
け
付
け
は
午
後
４
時
ま

で

場
所　
刈
谷
税
務
署
（
刈
谷
市

若
松
町
１
丁
目
4６

－

１
／
左

図
参
照
）

そ
の
他　
混
雑
時
は
、
受
け
付

け
を
早
め
に
終
了
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

確定申告会場

休日申告相談会場
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出張申告会場 受
付
日
時
と
会
場

日
時　
２
月
１６
日
㈮
～
３
月
１5
日

㈭　
午
前
９
時
～
１１
時
30
分
、

午
後
１
時
～
４
時

　
※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

場
所　
市
役
所
多
目
的
室（
１
階
）

そ
の
他

①
市
・
県
民
税
の
申
告
の
み
受

け
付
け
ま
す
。

②
申
告
書
は
直
接
ま
た
は
郵
送

で
市
税
務
課
市
民
税
担
当

（
〒
４
４
５

－

８
５
０
１
住

所
不
要
）
へ
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）

※
持
っ
て
い
な
い
方
は
、
通
知

カ
ー
ド
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
た
も
の
と
、
自

動
車
運
転
免
許
証
な
ど
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の

②
印
鑑

③
給
与
・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票

④
営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど
の

収
入
や
経
費
が
分
か
る
も
の

⑤
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
な
ど
）
や
生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
な
ど
の
支
払
額
証

明
書

⑥
国
外
居
住
親
族
に
係
る
親
族
関

係
書
類
や
送
金
関
係
書
類

※
国
外
居
住
親
族
に
係
る
扶
養

控
除
な
ど
の
適
用
を
受
け
る

方

⑦
寄
附
金
の
受
領
証

⑧
障
害
者
手
帳

⑨
医
療
費
控
除
の
明
細
書

※
通
常
の
医
療
費
控
除
を
受
け

る
方
が
対
象
。
明
細
書
を
事

前
に
作
成
し
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。
医
療
保
険
者
か
ら
受

け
取
っ
た
医
療
費
通
知
を
添

付
す
る
と
、
記
入
を
省
略
で

き
ま
す
が
、
申
告
に
使
用
で

き
な
い
医
療
費
通
知
も
あ
り

ま
す
。
今
年
度
は
、
医
療
費

の
領
収
書
の
添
付
や
提
示
で

も
で
き
ま
す
の
で
、
医
療
費

の
合
計
を
事
前
に
計
算
し
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

⑩
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）
の

明
細
書

※
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
適
用
を
受
け
る
方
が

対
象
。
明
細
書
を
事
前
に
作

成
し
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

今
年
度
は
、
特
定
一
般
用
医

薬
品
等
購
入
費
の
領
収
書
の

添
付
ま
た
は
提
示
で
も
で
き

ま
す
の
で
、
購
入
費
の
合
計

を
事
前
に
計
算
し
、
お
越
し

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
そ
の

年
に
一
定
の
取
り
組
み
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
領
収

書
、
人
間
ド
ッ
ク
・
が
ん
検

診
な
ど
各
種
健
診
（
検
診
）

の
領
収
書
や
結
果
通
知
表
な

ど
の
書
類
の
添
付
や
提
示
が

必
要
で
す
。

⑪
昨
年
の
申
告
書
の
控
え　
な
ど

出
張
申
告
会
場

期
日　
上
表
の
と
お
り

開
設
時
間　
午
前
９
時
～
１１
時
30

分
、
午
後
１
時
～
４
時

※
佐
久
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

は
午
前
１0
時
～
１１
時
30
分

そ
の
他　

①
一
色
・
吉
良
・
幡
豆
地
区
で

は
、
初
日
に
混
雑
が
予
想
さ

れ
る
た
め
、
小
学
校
区
ご
と

に
期
日
を
指
定
し
て
い
ま
す
。

都
合
が
悪
い
場
合
は
、
他
の

期
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

②
次
の
Ⅰ
～
Ⅹ
な
ど
に
該
当
す

る
場
合
、
所
得
税
の
確
定
申

告
の
受
け
付
け
は
出
張
申
告

会
場
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ⅰ
過
年
分
申
告　

Ⅱ
青
色
申
告　

Ⅲ
分
離
課
税
申
告
（
譲
渡
所

得
や
退
職
所
得
な
ど
）

Ⅳ
損
失
申
告　

Ⅴ
準
確
定
申
告　

Ⅵ
住
宅
ロ
ー
ン
控
除　

Ⅶ
事
業
・
不
動
産
所
得
が
あ

り
、
合
計
収
入
が
１
０
０

０
万
円
を
超
え
る　

Ⅷ
外
国
通
貨
の
所
得　

Ⅸ
雑
損
控
除

Ⅹ
居
住
形
態
等
に
関
す
る
確

認
書
が
必
要
な
方
（
外
国

籍
で
非
永
住
者
だ
っ
た
期

間
が
あ
る
方
）　

③
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
を

申
告
す
る
方
は
、
収
支
内
訳

書
を
事
前
に
作
成
し
、
お
越

し
く
だ
さ
い
。

④
混
雑
時
は
、

午
前
の
受

け
付
け
を

早
め
に
終

了
す
る
場

合
が
あ
り

ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告

市
税
務
課
市
民
税
担
当（
☎
６５
・
２
１
２
４
）

期 日 場 所 対 象 校 区
２月１日㈭ 米津ふれあいセンター ―
　　２日㈮ 室場ふれあいセンター ―
　　６日㈫ 西尾勤労会館 ―
　　７日㈬ 三和ふれあいセンター ―
　　８日㈭ 寺津ふれあいセンター ―
　　９日㈮ 西野町ふれあいセンター ―
　　１3日㈫ 吉良町公民館 横須賀小学校区
　　１4日㈬ 吉良町公民館 白浜、荻原小学校区
　　１5日㈭ 吉良町公民館 吉田、津平小学校区
　　１６日㈮ 矢田ふれあいセンター ―
　　１9日㈪ 幡豆いきいきセンター 東幡豆小学校区
　　20日㈫ 幡豆いきいきセンター 幡豆小学校区
　　23日㈮ 一色地域交流センター 一色西部小学校区
　　2６日㈪ 佐久島開発総合センター ―
　　27日㈫ 一色地域交流センター 一色東部小学校区
　　28日㈬ 一色地域交流センター 一色南部、中部小学校区
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5 広報 平成30年１月16日号

申
告
書
な
ど
の
発
送
時
期

申
告
の
際
の
変
更
点
・
注
意
点
な
ど

市
役
所
か
ら
の
発
送

・
市
・
県
民
税
の
申
告
書

…
１
月
中
旬

・
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
（
普

通
徴
収
の
み
）　
…
１
月
下
旬

税
務
署
か
ら
の
発
送

・
確
定
申
告
書
ま
た
は
「
確
定
申

告
の
お
知
ら
せ
」
の
案
内
は
が

き　
…
１
月
下
旬
～
２
月
上
旬

※
申
告
時
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

手
書
き
用
の
確
定
申
告
書
、
収

支
内
訳
書
な
ど
は
西
尾
税
務
署

に
用
意
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま

す
。

日
本
年
金
機
構
か
ら
の
発
送

・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

…
１
月
中

※
年
金
基
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

票
は
各
加
入
団
体
か
ら
発
送

さ
れ
ま
す
。
発
送
日
は
各
加

入
団
体
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

…
昨
年
１１
月
に
発
送
済
み

※
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
済
額

と
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

の
発
送
の
確
認
は
、
刈
谷
年
金

事
務
所
（
☎
０
５
６
６
・
2１
・

２
１
１
０
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

そ
の
他

　
給
与
の
源
泉
徴
収
票
は
勤
務
先

で
、
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

の
支
払
証
明
書
は
各
加
入
会
社
で

発
行
さ
れ
ま
す
。
発
行
日
や
内
容

な
ど
は
、
勤
務
先
や
各
加
入
会
社

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可

能
額
が
所
得
税
額
を
上
回
っ
て
控

除
し
き
れ
な
い
場
合
、
そ
の
金
額

を
翌
年
度
の
市
・
県
民
税
（
所
得

割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

対
象
は
2１
年
～
33
年
１2
月
3１
日

に
入
居
し
た
方
。
勤
務
先
の
年
末

調
整
ま
た
は
確
定
申
告
で
「
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
」
を
申
告
す
る
こ
と

で
適
用
さ
れ
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
を
し
て
、
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
の
適
用
を
申
請
し

た
方
で
も
、
次
の
①
②
な
ど
に
該

当
す
る
方
は
、
全
て
の
ふ
る
さ
と

納
税
に
係
る
寄
附
金
を
確
定
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

①
確
定
申
告
を
す
る
方

医
療
費
控
除
な
ど
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
を
す

る
場
合
は
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特

例
の
適
用
を
申
請
し
た
ふ
る
さ

と
納
税
に
係
る
寄
附
金
も
、
医

療
費
控
除
な
ど
と
併
せ
て
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

②
ふ
る
さ
と
納
税
先
が
６
団
体
以

上
あ
る
方

29
年
分
の
確
定
申
告
（
30
年
度

の
市
・
県
民
税
申
告
）
か
ら
、
医

療
費
控
除
は
領
収
書
の
提
出
が
不

要
に
な
り
ま
し
た
。
代
わ
り
に

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添

付
が
必
要
で
す
。
医
療
費
の
領
収

書
は
、
自
宅
な
ど
で
５
年
間
保
存

し
て
く
だ
さ
い
。

※
29
年
～
3１
年
分
ま
で
の
確
定
申

告
（
30
年
～
32
年
度
の
市
・
県

民
税
申
告
）
は
、
医
療
費
の
領

収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
で
も

で
き
ま
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
は
、
健
康
の
維
持
増
進
と
疾
病

の
予
防
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
、

「
一
定
の
取
り
組
み
」
を
行
う
個

人
が
、
29
年
１
月
１
日
以
降
に
、

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
要
指

導
医
薬
品
と
一
般
用
医
薬
品
の
う

ち
、
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た
医

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が

引
き
き
れ
な
か
っ
た
方
へ

薬
品
）
を
購
入
し
た
際
に
、
そ
の

購
入
費
用
に
つ
い
て
所
得
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
は
選
択
適
用
で
あ
り
、
通
常
の

医
療
費
控
除
と
の
重
複
適
用
は
で

き
ま
せ
ん
。
適
用
期
間
は
、
29
年

１
月
１
日
～
33
年
１2
月
3１
日
の
５

年
間
（
29
年
分
の
所
得
税
、
30
年

度
の
市
・
県
民
税
か
ら
５
年
間
）

で
す
。

所
得
控
除
を
受
け
る
に
は
、
ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
購
入
し

た
翌
年
以
降
に
確
定
申
告
ま
た
は

市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

や
上
場
株
式
等
の
譲
渡
（
源
泉
徴

収
が
あ
る
特
定
口
座
）
に
係
る
所

得
は
、
所
得
税
と
異
な
る
課
税
方

式
で
市
・
県
民
税
を
課
税
で
き
る

こ
と
が
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。

市
・
県
民
税
と
所
得
税
で
異
な

る
課
税
方
式
を
選
択
す
る
場
合
、

「
申
告
不
要
制
度
、
総
合
課
税
、

申
告
分
離
課
税
」
を
申
告
者
が
選

択
し
、
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ

る
日
ま
で
に
、
確
定
申
告
書
と
は

別
に
市
・
県
民
税
の
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
は

領
収
書
の
提
出
が
不
要

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制

ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る

寄
附
金
控
除
の
申
告
漏
れ

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
に

係
る
個
人
住
民
税
の
課
税
方
式

の
選
択
に
係
る
所
要
の
措
置
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